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とは

公正な採用選考をめざして

https://www.youtube.com/watch?v=yfxGcQuLuJY

公正採用選考ってどんな取組？

※本冊子の解説付きアニメーション動画を公開しています。
　ぜひ併せてご覧ください。



公正採用選考ってどんな取組？

人種、



　常時使用する従業員数が一定規模以上の事業所において、人事担当責
任者など採用選考に関する相当の権限を有する方の中から選任してくだ
さい。

とは？

とは？



同和問題に関する

　さらに、第一次基本計画策定後の社会情勢の変化や国際的潮流の動向を
踏まえ、令和７年６月には「人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）」が策
定されました。



採用選考で「本人に責任のない事項」や「本来自由で
あるべき事項（思想・信条にかかわること）」を把握
することは、就職差別につながるおそれがあります。



　企業が採用に当たり、応募者の本籍や生活状況などを調査することは、応
募者の適性・能力に関係のない事項を把握することになります。また、その
情報には、真偽が不明なものや無責任な風評・予断・偏見が入り込んでいる
ことが少なくありません。

身元調査などを実施することは就職差別につながる
おそれがあります！





履　歴　書 　 　 年 　 　月  　　日現在 写真をはる位置

写真をはる必要が

ある場合

2.本人単身胸から上

3.裏面のりづけ

採用選考で家族に関することを聞かれたときは

どうすればいいの？



採用面接やエントリーシートで不適切と思われることが
あれば、お近くのハローワークにご相談ください。

　厚生労働省は、本人の適性や能力に関係のない事項によって採否が決定さ
れないように雇用主への周知・啓発を行っています。

不適切な質問があった場合はハローワークに
ご相談ください。


